
　　　　新規採用者研修、コミュニケーション研修等は派遣元で実施、派遣先で必要な専門研修は派遣先で実施

（令和２年４月１日以降対応版）

マージン率等の情報提供について

　　　　１４，９８１円（８時間　全業務平均）

①　令和６年６月３０日付け　派遣労働者数　

②　令和６年６月３０日付け　派遣先事業所数（実数）　　

④　令和２年度（令和２年７月１日～令和３年６月3０日）　派遣労働者の賃金の額の平均額　　

　　　　２人　

　　　　２事業所

　　　　２０，２９２円（８時間　全業務平均）

③　令和４年度（令和４年７月１日～令和５年６月3０日）　労働者派遣に関する料金の額の平均額　　

⑤　令和２年度（令和２年７月１日～令和３年６月3０日）　マージン率

⑥　労働者派遣法第３０条の４第１項の労使協定を締結しているか否かの別等

　　　　　　当該労使協定の対象となる派遣労働者の範囲　（　全ての派遣労働者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　労働者派遣法第３０条の４第１項の労使協定を締結している

　　　　２６．２％
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⑦　派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項

　　　　　　当該労使協定の有効期間の終期　　　　　　　　 　（　令和　　８年　　３月　３１日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

事業所名　日本通信機工業株式会社
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